
議案第４４号

杉並区印鑑条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２４年６月７日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区印鑑条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区印鑑条例（昭和５０年杉並区条例第３４号）の一部を次のように改

正する。

第３条第１項中「昭和４２年法律第８１号」の次に「。以下「法」という。」

を加え、「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）に基づき外国人登録

原票に登録されている者」を削る。

第５条第１項中「前条本文の」の次に「規定による」を加え、「前条ただし書

の」を「同条ただし書の規定による」に改め、同条第２項中「前項の」の次に

「規定による」を加え、同条第３項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第

１号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は外国人登録証明書」を削る。

第７条第１号中「記録され、又は外国人登録原票に登録されている」を「記録

されている」に、「組み合せたもの」を「組み合わせたもの（外国人住民（法第

３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）にあつては、住民基本

台帳に記録されている氏名（住民基本台帳に記録されている通称及び住民票の備

考欄に記録されている氏名の片仮名表記を含む。以下同じ。）、氏名の一部又は

氏名の一部を組み合わせたもの）」に改める。

第９条第２項中「記載する」の次に「とともに、当該印鑑の登録を受けた者を

識別するための磁気を付する」を加え、同条第３項を削る。

第１２条を次のように改める。

第１２条 削除

第１３条中「住民基本台帳法又は外国人登録法」を「法」に、「まつ消」を

「抹消」に改める。

第１５条の見出し中「まつ消」を「抹消」に改め、同条中「まつ消しなけれ



ば」を「抹消しなければ」に改め、同条第５号中「氏」を「氏名、氏」に改め、

同条第６号中「まつ消すべき」を「抹消すべき」に改め、同号を同条第７号とし、

同条第５号の次に次の１号を加える。

(６) 外国人住民にあつては、法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者でなく

なつたとき（日本の国籍を取得したときを除く。）。

第２０条中「（住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。）」を削

る。

第２条 杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２中２２の項を削り、２３の項を２２の項とし、２４の項を２３の項と

する。

第３条 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例（平成１３年杉並

区条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第２条中「法」の次に「及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号。以下「令」という。）」を加える。

第３条の２中「第１２条の４第５項」の次に「、第１９条第４項」を加え、

「並びに住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」とい

う。）第３０条の２３第４項」を削り、第５号を削り、第４号を第５号とし、第

３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(３) 法第１９条第１項に規定する本籍地において戸籍の附票の記載の修正を

すべき事項

第４条中「第３０条の２５第２項」を「第３０条の２４第５項」に、「次の」

を「、次の」に改め、同条第１号中「氏名」の次に「（外国人住民にあっては、

住民票に記載されている通称を含む。）」を加え、同条第８号中「第３０条の２

５第１項」を「第３０条の２４第１項」に改め、同項に次の３号を加える。

(９) 令第３０条の２４第２項に規定する住民基本台帳カードがその効力を失

ったことを知った旨又は住民基本台帳カードの返納を受けた旨

(１０) 令第３０条の２４第３項に規定する法第２４条の２第３項に規定する

当該最初の転入届に係る転出届をした者に係る法第９条第１項の規定による



通知を受けた旨

(１１) 令第３０条の２４第４項に規定する住民基本台帳カードに法第３０条

の４４第６項に規定する措置を講じた旨

第５条第２項第８号及び第９号を削り、同項第７号中「第３０条の２５第１

項」を「第３０条の２４第１項から第４項まで」に改め、同号を同項第９号とし、

同項中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加え

る。

(５) 法第１９条第１項の規定による本籍地において戸籍の附票の記載の修正

をすべき事項の本籍地の市町村長への通知

(６) 法第１９条第１項の規定による本籍地において戸籍の附票の記載の修正

をすべき事項の区長への通知

附 則

１ この条例は、平成２４年７月９日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 区長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人登録法（昭和２

７年法律第１２５号）に基づき外国人登録原票に登録されている者（以下「外国

人」という。）であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないも

のに係る印鑑の登録については、施行日において抹消する。

３ 区長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行

日において印鑑の登録を受けることができるものに係る印鑑登録原票の登録事項

について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において当該登録事

項を修正する。

４ この条例の施行の際、現に第１条の規定による改正前の杉並区印鑑条例第９条

の規定により交付された印鑑登録証（外国人住民（住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）に係

るものに限る。以下「外国人旧印鑑登録証」という。）は、当分の間、なお従前

の例により使用することができる。

５ 印鑑登録者（外国人住民に限る。）は、外国人旧印鑑登録証を第１条の規定に

よる改正後の杉並区印鑑条例第９条の規定による印鑑登録証に切り替えようとす

るときは、規則で定めるところにより、印鑑登録証切替交付申請書に外国人旧印



鑑登録証を添えて、自ら区長に申請しなければならない。この場合において、杉

並区事務手数料条例第２条第２項の規定による手数料は、同項の規定にかかわら

ず、徴収しない。

６ 外国人住民については、平成２５年７月７日までは、第３条の規定による改正

後の杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例第３条の２から第５

条まで（第３条の２第１号並びに第５条第２項第１号及び第２号を除く。）の規

定は、適用しない。

（提案理由）

住民基本台帳法の一部が改正されたこと等に伴い、外国人住民に係る登録印鑑の

制限の規定を改めるとともに、電気通信回線を通じて送信する事項を改める等の必

要がある。
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杉並区印鑑条例等の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区印鑑条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（登録資格） （登録資格）

第３条 杉並区（以下「区」という。） 第３条 杉並区（以下「区」という。）

の区域内に住所を有し、住民基本台帳 の区域内に住所を有し、住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号。以下 法（昭和４２年法律第８１号

「法」という。）に基づき住民基本台 ）に基づき住民基本台

帳に記録されている者 帳に記録されている者又は外国人登録

法（昭和２７年法律第１２５号）に基

づき外国人登録原票に登録されている

は、１人１個に限り印鑑の登録を受 者は、１人１個に限り印鑑の登録を受

けることができる。 けることができる。

２ 略 ２ 略

（登録申請の確認） （登録申請の確認）

第５条 区長は、前条本文の規定による 第５条 区長は、前条本文の

申請があつたときは、当該登録申請者 申請があつたときは、当該登録申請者

が本人であること、又は同条ただし書 が本人であること、又は前条ただし書

の規定による申請があつたときは、当 の 申請があつたときは、当

該申請が本人の意思に基づくものであ 該申請が本人の意思に基づくものであ

ることを確認しなければならない。 ることを確認しなければならない。

２ 区長は、郵送その他適当と認める方 ２ 区長は、郵送その他適当と認める方

法により、登録申請者に対して文書で 法により、登録申請者に対して文書で

照会し、その回答書及び規則で定める 照会し、その回答書及び規則で定める

書類を登録申請者に持参させることに 書類を登録申請者に持参させることに

よつて前項の規定による確認を行うも よつて前項の 確認を行うも

のとする。 のとする。

資 料
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３ 前項の規定にかかわらず、区長は、 ３ 前項の規定にかかわらず、区長は、

次の各号のいずれかに掲げる場合にお 次の各号の一に 掲げる場合にお

いては、そのいずれかの文書によつ いては、そのいずれかの文書によつ

て、登録申請者が自ら申請した場合の て、登録申請者が自ら申請した場合の

本人であることの確認を行うことがで 本人であることの確認を行うことがで

きる。 きる。

(１) 官公署の発行した免許証、許可 (１) 官公署の発行した免許証、許可

証又は 身分証明書であつて規則 証若しくは身分証明書であつて規則

で定めるもの で定めるもの又は外国人登録証明書

の提示があつたとき。 の提示があつたとき。

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

４ 略 ４ 略

（登録印鑑の制限） （登録印鑑の制限）

第７条 区長は、登録申請に係る印鑑 第７条 区長は、登録申請に係る印鑑

が、次の各号のいずれかに該当する場 が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該印鑑の登録をすることがで 合は、当該印鑑の登録をすることがで

きない。 きない。

(１) 住民基本台帳に記録されている (１) 住民基本台帳に記録され、又は

氏 外国人登録原票に登録されている氏

名、氏若しくは名又は氏及び名の各 名、氏若しくは名又は氏及び名の各

一部を組み合わせたもの（外国人住 一部を組み合せたもの

民（法第３０条の４５に規定する外

国人住民をいう。以下同じ。）にあ

つては、住民基本台帳に記録されて

いる氏名（住民基本台帳に記録され

ている通称及び住民票の備考欄に記

録されている氏名の片仮名表記を含

む。以下同じ。）、氏名の一部又は

氏名の一部を組み合わせたもの）で で
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表していないもの 表していないもの

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

（印鑑登録証の交付等） （印鑑登録証の交付等）

第９条 略 第９条 略

２ 印鑑登録証には、登録番号を記載す ２ 印鑑登録証には、登録番号を記載す

るとともに、当該印鑑の登録を受けた る

者を識別するための磁気を付する。 。

３ 住民基本台帳に記録されている者に

係る印鑑登録証には、当該印鑑の登録

を受けた者を識別するための磁気を付

する。

第１２条 削除 （印鑑登録原票登録事項変更の届出）

第１２条 印鑑登録者又はその代理人

は、印鑑登録原票の登録事項（印影を

除く。）について変更をしようとする

ときは、印鑑登録証を提示して、印鑑

登録原票登録事項変更届により、区長

にその旨を届け出なければならない。

（印鑑登録原票登録事項の職権修正） （印鑑登録原票登録事項の職権修正）

第１３条 区長は、法 第１３条 区長は、住民基本台帳法又は

に基づく届出等により、 外国人登録法に基づく届出等により、

印鑑登録原票の登録事項に変更がある 印鑑登録原票の登録事項に変更がある

ことを知つたときは、第１５条の規定 ことを知つたときは、第１５条の規定

により印鑑登録の抹消 を行う場合の により印鑑登録のまつ消を行う場合の

ほか、印鑑登録原票の登録事項につい ほか、印鑑登録原票の登録事項につい

て職権で修正しなければならない。 て職権で修正しなければならない。

（印鑑登録の抹消 ） （印鑑登録のまつ消）

第１５条 区長は、印鑑登録者が次の各 第１５条 区長は、印鑑登録者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、当該 号のいずれかに該当する場合は、当該

資 料
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印鑑の登録を抹消しなければ ならな 印鑑の登録をまつ消しなければならな

い。 い。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 氏名、氏又は名を変更したため (５) 氏 又は名を変更したため

登録されている印鑑が第７条第１号 登録されている印鑑が第７条第１号

に該当することになつたとき。 に該当することになつたとき。

(６) 外国人住民にあつては、法第３

０条の４５の表の上欄に掲げる者で

なくなつたとき（日本の国籍を取得

したときを除く。）。

(７) 前各号に定めるもののほか、印 (６) 前各号に定めるもののほか、印

鑑登録者について抹消すべき 理由 鑑登録者についてまつ消すべき理由

が生じたとき。 が生じたとき。

（専用端末機による印鑑登録証明の申請 （専用端末機による印鑑登録証明の申請

等） 等）

第２０条 前２条の規定にかかわらず、 第２０条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録者 印鑑登録者（住民基本台帳に記録され

は、専 ている者に限る。以下同じ。）は、専

用の端末機に印鑑登録証を使用して自 用の端末機に印鑑登録証を使用して自

ら暗証番号を入力することにより、印 ら暗証番号を入力することにより、印

鑑登録証明書の交付を申請し、その交 鑑登録証明書の交付を申請し、その交

付を受けることができる。 付を受けることができる。

第３条による改正（杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部

改正）

新 条 例 旧 条 例

（用語） （用語）

第２条 この条例で使用する用語の意義 第２条 この条例で使用する用語の意義
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は、法及び住民基本台帳法施行令（昭 は、法

和４２年政令第２９２号。以下「令」

という。）で使用する用語の例によ で使用する用語の例によ

る。 る。

（電気通信回線による他の市町村長への （電気通信回線による他の市町村長への

通知） 通知）

第３条の２ 法第９条第３項、第１２条 第３条の２ 法第９条第３項、第１２条

の４第５項、第１９条第４項及び第２ の４第５項 及び第２

４条の２第５項 ４条の２第５項並びに住民基本台帳法

施行令（昭和４２年政令第２９２号。

以下「令」という。）第３０条の２３

の規定に基づき、電子計算機か 第４項の規定に基づき、電子計算機か

ら電気通信回線を通じて他の市町村長 ら電気通信回線を通じて他の市町村長

に送信する事項は、次のとおりとす に送信する事項は、次のとおりとす

る。 る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 法第１９条第１項に規定する本

籍地において戸籍の附票の記載の修

正をすべき事項

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(５) 令第３０条の２３第３項に規定

する住民基本台帳カードの返納を受

けた旨

（電気通信回線による東京都知事への通 （電気通信回線による東京都知事への通

知） 知）

第４条 法第３０条の５第２項並びに令 第４条 法第３０条の５第２項並びに令

第１３条第４項及び第３０条の２４第 第１３条第４項及び第３０条の２５第

５項の規定に基づき、電子計算機から ２項の規定に基づき、電子計算機から

資 料
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電気通信回線を通じて東京都知事に送 電気通信回線を通じて東京都知事に送

信する事項は、次のとおりとする。 信する事項は次の とおりとする。

(１) 氏名（外国人住民にあっては、 (１) 氏名

住民票に記載されている通称を含

む。）

(２)～(７) 略 (２)～(７) 略

(８) 令第３０条の２４第１項に規定 (８) 令第３０条の２５第１項に規定

する住民基本台帳カードを交付した する住民基本台帳カードを交付した

旨、住民基本台帳カードを紛失した 旨、住民基本台帳カードを紛失した

旨の届出を受けた旨、紛失した住民 旨の届出を受けた旨、紛失した住民

基本台帳カードを発見した旨の届出 基本台帳カードを発見した旨の届出

を受けた旨、住民基本台帳カードが を受けた旨、住民基本台帳カードが

その効力を失ったことを知った旨又 その効力を失ったことを知った旨又

は住民基本台帳カードの返納を受け は住民基本台帳カードの返納を受け

た旨 た旨

(９) 令第３０条の２４第２項に規定

する住民基本台帳カードがその効力

を失ったことを知った旨又は住民基

本台帳カードの返納を受けた旨

(１０) 令第３０条の２４第３項に規

定する法第２４条の２第３項に規定

する当該最初の転入届に係る転出届

をした者に係る法第９条第１項の規

定による通知を受けた旨

(１１) 令第３０条の２４第４項に規

定する住民基本台帳カードに法第３

０条の４４第６項に規定する措置を

講じた旨

（審議会への報告等） （審議会への報告等）
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第５条 略 第５条 略

２ 前項に掲げる処理状況は、次に掲げ ２ 前項に掲げる処理状況は、次に掲げ

る事項とする。 る事項とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 法第１９条第１項の規定による

本籍地において戸籍の附票の記載の

修正をすべき事項の本籍地の市町村

長への通知

(６) 法第１９条第１項の規定による

本籍地において戸籍の附票の記載の

修正をすべき事項の区長への通知

(７) 略 (５) 略

(８) 略 (６) 略

(９) 法第３０条の５第１項並びに令 (７) 法第３０条の５第１項並びに令

第１３条第３項及び第３０条の２４ 第１３条第３項及び第３０条の２５

第１項から第４項までの規定による 第１項 の規定による

前条各号に掲げる事項の東京都知事 前条各号に掲げる事項の東京都知事

への通知 への通知

(８) 令第３０条の２３第３項の規定

による住民基本台帳カードの返納を

受けた旨の交付市町村長への通知

(９) 令第３０条の２３第３項の規定

による住民基本台帳カードの返納を

受けた旨の区長への通知

３ 略 ３ 略

資 料


